
PRESS RELEASE 一関市 
 

 令和８年４月 27日 

午前 10時 

 

宿泊型および通所型（全日）の 

産後ケア事業を新たに開始します 
 

 市は、産後の母親が安心して子育てに向き合える体制を整えるため、令和８年度から医

療機関および開業助産師による宿泊型および通所型（全日）の産後ケア事業を新たに開始

します。 

 

１ 目 的  出産後の心身が不安定になりやすい時期に、助産師などの専門職が母

親とこどもの状態に応じて、授乳や沐浴などの育児手技のサポート、

乳房ケア、母親の休息などを支援し、産後の母親の心身の回復と不安

軽減を図る。 

２ 対 象 者  市内に住所がある、産後 1年未満の母親とそのこども 

※受け入れ可能な月齢は内容により異なります 

３ 内 容 ・ 回 数  ・宿泊型：１回まで              

・通所型（全日・半日）：３回まで 

・訪問型：７回まで 

※各内容を組み合わせて通算７回まで利用可能 

※アンダーラインが新規 

４ 利 用 料  令和８年度は国・県・市の助成により無料 

 ただし、食事・おやつ代などの実費負担があります。 

５ そ の 他  ・申込先は、利用するメニューにより、市こども家庭課または委託事業 

         者（開業助産師）となります 

        ・医療機関による宿泊型および通所型（全日型）は、準備が整い次第、 

順次開始予定です 

・上記のほか、里帰り先の他市の産後ケア事業利用者に対する償還 

 払い制度もあります（詳しくは市ホームページを参照ください） 

 

 

 

 

問い合わせ先  

〒021-0026 岩手県一関市山目字前田 13番地 1（一関保健センター内） 

健康こども部こども家庭課 おやこ健康係長 鈴木 

             保健主任主査  合口 

電話:(0191)21‐5409（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） FAX：(0191)21‐4656 

メールアドレス：kodomokatei@city.ichinoseki.iwate.jp 






